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[正副会長会議] 

理事会に先立ち年３回開催し、当日の議案内容等について意見交換を行った。また専務理事から会

長に定期的に業務報告を行いご意見をいただいた。 

 

◆第１回 正副会長会議 平成２５年４月２５日（木） 

4 月 25 日（木）午前 10 時 30 分より。理事会に先立ち正･副会長会議が開催された。 

当日に行われる理事会の内容確認が主要な議案であるが、特に今回は平成 24年度の決算内容や消費

税の特別措置法案に関する弊協会の対応方針についての協議及び今夏の電力需要抑制の対策につ

いて打ち合わせを行った。 

◆第２回 正副会長会議 平成２５年１１月７日（木） 

平成２５年１１月７日（木）東京アーバンネット大手町ビル東京會舘に於いて午前１０時３０分より正・副

会長会議を開催し、この後行われる理事会の運営内容について確認を行った。 

 

◆第３回 正副会長会議 平成２６年３月２６日（水） 

当日に開催される理事会の内容の確認が主な議案であるが、特に経営環境の変化を踏まえて平成２

６年度の事業計画（案）の基本方針について意見交換を行った。 

 

 

本部事業活動 

 

[政策委員会・食品取引改善協議会] 

 

◆第１回 平成２５年５月１４日（火）    

平成２５年度第１回目の政策委員会・食品取引改善協議会を５月１４日（火）午前１０時３０分より日本

橋三越本店 本館７階 特別食堂「日本橋」にて開催した。 

業務引継ぎのため新旧の政策委員長に出席をいただき、議題にそって意見交換を行った。主要議題

は、３月、４月に開催された理事会の報告と当日行われる賛助会員幹事店会の運営内容であったが、特

に消費税増税に関する特別措置法案について日食協としての対応方針や平成２５年度の夏期電力需

要抑制策、「低炭素社会実行計画」（案）について議論を行った。 

 

◆第２回 平成２５年１０月２５日（水） 

今年度第２回の政策委員会兼食品取引改善協議会を１０月２３日（水）午前９時半より日食協会議室

に於いて開催した。主要な議題は、上半期を終了しての事業総括と下半期に向けての事案検討であっ

たが、特に１１月７日（木）の理事会で機関決定する予定の消費税転嫁特別措置法に関する共同行為

（カルテル）の申請について慎重な検討を行った。 

＊主要上半期活動報告 

①会員動向について 

②消費税増税の対応について 

③定款の一部変更案について 
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④平成２６年度税制改正等に関する要望書について 

⑤２０１３年度環境自主行動計画提出の内容骨子について 

⑥食品流通に係る取引の適正化の推進について 

⑦製造業者との取引の公正化について公正取引委員会からの要請について 

⑧これからの介護食品をめぐる論点について 

⑨新型インフルエンザ対策について 

⑩納品期限の見直しに関する実証事業の開始について 

 

◆第３回 平成２５年１１月１９日（火） 

平成２５年１１月１５日（火）午前１０時３０分よりアーバンネット大手町ビル東京會舘の会議室に於いて

本年度第３回目の政策委員会兼食品取引改善協議会を開催した。主な会議内容は、消費税転嫁対策

特別措置法に基づき共同行為（カルテル）の申請を公正取引委員会に行い受理されたことの報告や当

日行われる賛助会員幹事店会の運営について打ち合わせであった。また食品表示等の問題について

政策委員長から賛助会員幹事店会でメーカー各位にお願い事項として申し上げる内容について確認を

行った。 

 

◆第４回 平成２６年３月１９日（水） 

午後３時より日食協会議室にて開催。主要な議題は、平成２５年度の事業総括と平成２６年度の事業

計画案・予算案・組織案についての検討であった。特に環境変化に対応して取組むべき新たな事業計

画について打ち合わせを行った。また消費税転嫁・表示カルテル推進協議会では対象事案はないこと

を確認した。 

 

 

[賛助会員幹事店会] 

 

◆第１６回 賛助会員幹事店会 平成２５年５月１５日（火） 

第１６回賛助会員幹事店会を５月１５日（火）午前１１時３０分より日本橋三越本店 特別食堂「日本橋」

にて開催した。 

会議は、冒頭長年政策委員長をお勤めいただいた中嶋隆夫氏（三菱食品（株））から、退任のご挨拶

をいただき、ついで今年度より政策委員長に就任した宮田善康氏と賛助会員幹事店を代表して小原 

利郎氏（味の素（株））からご挨拶いただいた後、事務局から３月、４月に開催された理事会の報告を行っ

た。ついで意見交換テーマとして、「流通環境の変化の中で優先すべき課題と対応策」について参加賛

助会員幹事企業からご発表をいただき意見交換を行った。提起された課題としては、①円安による原料

高及び製品安の現状と大手小売業のＰＢ強化策と値頃感の変化について②消費税の増税への対法③

商習慣の是正について（食品ロス削減のための納品条件緩和策の方向性について等であった。 

次回開催を平成２５年１１月１９日（火）に予定して閉会とした。 

 

◆第１７回 賛助会員幹事店会 平成２５年１１月１９日（火） 

平成２５年１１月１９日（火）午前１１時３０分よりアーバンネット大手町ビル東京會舘会議室に於いて第

１７回賛助会員幹事店会を開催した。会議は、昼食後奥山専務理事の司会進行で冒頭、弊協会を代表
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して政策委員長宮田善康氏（三菱食品（株）が挨拶し、現状の食品表示等の問題にもふれ、メーカー各

位に今後もコンプライアンス経営を継続して信頼に基づく加工食品の製造、流通を要請した。続いて賛

助会員幹事企業を代表して味の素（株）梅澤忠徳氏からご挨拶をいただいた。ついで事務局から１１月７

日に開催された日食協理事会の概要報告行い、その中で消費税転嫁対策特別措置法に基づき公正取

引委員会に１１月１８日に共同行為（カルテル）の申請を行い受理されたことを報告した。次いで意見交

換テーマに入り、①消費税の増税対応について②賞味期限の「年月」表示への対応について③ＰＢ対

応戦略について出席メーカー各位からご発表をいただいた。特に消費税増税の対応としては価格転嫁

を基本として値頃感維持のための新商品開発、増税前の仮需対策、増税後の需要喚起の販促企画強

化等について貴重なご意見を伺うことが出来た。また「年月」表示については賞味期限が１年以上の商

品等については前向きな評価だが同時に現行の取引慣行のルール緩和を求める意見が多かった。 

 

 

[環境数値算定標準化協議会] 

 

・第１回 平成２５年４月１９日（金）開催 

議題 ①「低炭素社会実行計画」（案）について ②「平成２５年度電力需要抑制の対策」について ③

「食品リサイクル法」の見直しに向けたヒアリング対応について ④環境セミナーのアンケート結

果について ⑤カーボンフットプリントを活用した新しい取組みについて ⑥輸配送のグリーン

化を図る「輸配送」契約ガイドラインについて 

・第２回 平成２５年９月１８日（水） 

議題 ①２０１３年度環境自主行動計画についての調査票提出とその内容について 
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消費税の転嫁方法及び表示方法の決定に係る共同行為協定書 

 

（目的） 

第１条 消費税の引き上げに伴い、加工食品の卸売業者（以下事業者という）は、法の定めるところに基

づき消費税が円滑かつ適正に転嫁されることを目的にとして次の共同行為を行うものとする。 

 

（転嫁方法の決定） 

第２条 事業者は、それぞれが自主的に定めている本体価格に（消費税額分を転嫁する前の価格）外税

方式か内税方式により、消費税額分を上乗せする。 

２．事業者は、消費税額引き上げ後に発売する新製品についてそれぞれが自主的に定めている本

体価格（消費税額分を転嫁する前の価格）に消費税額を上乗せする。 

３．消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法として、整数で求める場合は、小

数以下を四捨五入する。小数で求める場合は、小数第三位を四捨五入する。 

 

（表示方法の決定） 

（外税取引の場合） 

第３条 事業者は、外税取引の場合、見積書、納品書、請求書、領収書等については本体価格と消費

税額分を別枠で表示する。 

（内税取引の場合） 

第４条 事業者は、内税取引の場合、価格交渉を行う際は税抜き価格を提示し、見積書、納品書、請求

書、領収書等については税込価格とする。 

 

（違反者への措置） 

第５条 この協定書の第２条及び第３条、第４条に違反した者に対しては、口頭ないし文書にて厳重に注

意し、それに従わない場合は１０万円以下の過怠金を課することができる。 

 

（運営の方法） 

第６条 この協定を円滑かつ適正に運営するため「消費税転嫁・表示カルテル推進協議会」を設置す

る。 

２．前項の協議会の運営は、同協議会の議長が当たる。 

 

（附則） 

この協定は平成２６年４月１日から施行し、平成２９年３月３１日をもって解く。） 

 

平成２５年１１月１８日 

 

 

 

 



－ 28 － 

 

消費税転嫁・表示カルテル推進協議会「会 則」 

 

（名 称） 

第１条  本会は、消費税転嫁・表示カルテル推進協議会（以下「推進協議会」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 推進協議会は、事務所を日本加工食品卸協会内に置き、推進協議会の決議を経て必要な地に

地域協議会を置く事ができる。 

 

（目 的） 

第３条 推進協議会は、法の精神に則り、消費税の転嫁を円滑かつ、適正に推進履行されることを目的

にして次のことを行う。 

 

（遵守の徹底と指導） 

第４条 推進協議会は、「消費税の転嫁方法及び表示方法の決定に係る協定書」（以下「協定書」とい

う。）に定める共同行為の条項を遵守することを徹底し、その指導に当たる。 

 

（委員の委嘱） 

第４条 推進協議会の委員は、推進母体である日本加工食品卸協会の会長が委嘱する。 

 

（議長、副議長） 

第５条 推進協議会に議長１人、副議長１人以上を置く。 

 

（議長、副議長の選出） 

第７条 議長及び副議長は、推進協議会において委員の中から互選により選出する。 

 

（委員の任期） 

第８条  委員の任期は共同行為期間までをその任期とする。 

 

（議長、副議長の職務） 

第９条 議長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。 

２．副議長は、議長を補佐し、あらかじめ議長の定める順序に従い、議長に事故あるときはその職務

を代理し、議長が欠員のときは、その職務を行う。 

 

（推進協議会の招集） 

第１０条 推進協議会の招集は、議長が招集する。 

 

（違反者の措置） 

第１１条 推進協議会は、協定書第２条及び第３条、第４条の規定に違反するものに対し、合議により措
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置を講ずるものとする。 

 

（推進協議会の議決方法） 

第１２条 推進協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

２．推進協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（解 散） 

第１３条 推進協議会は、平成２９年３月３１日をもって解散する。 

 

 

附  則 

１．この会則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

 

平成２５年１１月１８日 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

                 

 

「消費税転嫁・表示カルテル推進協議会」委員（平成２６年４月１日現在） 

（議  長）三菱食品株式会社 執行役員営業第二本部長 宮 田  善 康 

（副議長）国分株式会社 常務取締役経営統括本部副本部長兼営業本部長 北 見   賢 

伊藤忠食品株式会社 執行役員東日本営業本部本部長 青 山  裕 一 

加藤産業株式会社 常務取締役営業本部副本部長兼広域流通担当 東京本部長 破 魔  重 美 

株式会社日本アクセス 常務執行役員東日本営業管掌兼商品統括管掌 宮 田  敏 晴 

三井食品株式会社  取締役副社長執行役員社長補佐  松 本  裕 之 

一般社団法人日本加工食品卸協会 専務理事 奥 山  則 康 
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 平成２５年１２月吉日 

（送付小売業団体様） 

日本チェーンストア協会 様 

日本百貨店協会 様 

日本スーパーマーケット協会 様 

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 様 

日本チェーンドラッグストア協会 様 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 様 

一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会 様 

 

東京都中央区日本橋本町２－３－４ 

                             江戸ビル４階 

   一般社団法人 日本加工食品卸協会 

会長 國分 勘兵衛 

 

 

消費税転嫁対策特別措置法に基づく共同行為（カルテル）の申請について 

 

 

謹啓 

 貴        様におかれましては、ますますのご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、貴協会の小売業者様と私ども団体傘下の卸企業とのお取引を通じて、格別のご高配を賜

り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。 

さて弊協会は、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、地域食品卸同業会の皆様と連名で「消費税の

転嫁及び表示の方法に係る共同行為（カルテル）」を公正取引委員会に１１月１８日に申請し受理されま

したのでお知らせします。 

 

 

１．共同行為（カルテル）申請の目的と経緯 

  前回（平成元年消費税導入時）も弊協会が代表申請団体となって、地域食品卸同業会の皆様と連携

して共同行為（カルテル）の申請を行った経緯もあり、中小事業者が２／３以上を構成し、食品業界で

大きな市場規模をもつ弊協会を中心とした加工食品卸業界が、法の定めるところに基づき消費税が

公正かつ適正に転嫁されることを目的として消費税増税の運営対応策を統一して表明し、団結するこ

とが業界として健全な発展に資すると考え、協定書を策定し共同行為（カルテル）の申請を行うこととい

たしました。 

 

２．協定書の共同行為（カルテル）の内容 

 １）消費税の価格転嫁の方法に係る共同行為 

①事業者は、それぞれに自主的に定めている本体価格に（消費税額分を転嫁する前の価格）外税
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方式か内税方式により、消費税額分を上乗せする。 

②事業者は、消費税額引き上げ後に発売する新製品について、それぞれが自主的に定めている本

体価格（消費税額分を転嫁する前の価格）に消費税額を上乗せする。 

③消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法として、整数で求める場合は、小数

以下を四捨五入する。小数で求める場合は、小数第三位を四捨五入する。 

 ２）消費税の表示の方法に係る共同行為 

①外税取引の場合 

事業者は、外税取引の場合、見積書、納品書、請求書、領収書等については本体価格と消費税額

分を別枠で表示する。 

②内税取引の場合 

事業者は、内税取引の場合、価格交渉を行う際は、税抜き価格を提示し、見積書、納品書、請求

書、領収書等については税込価格とする。 

 

 ３．違反者への措置 

協定に違反したものに対しては、口頭ないし文書にて厳重に注意し、それに従わない場合は１０万

円以下の過怠金を課すことができる。 

  

 ４．運営の方法 

協定を円滑かつ適正に運営するため協会に「消費税転嫁・表示カルテル推進協議会」を設置する。 

 

 ５．弊協会と連名申請団体 

中部食料品問屋連盟・大阪府食品卸同業会・長野県食品問屋連盟 

神奈川県食品卸同業会・静岡食品卸同業会・新潟県食品卸協会 

 

 

謹白 

 

■本件に対する問い合わせ先 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

専務理事 奥山 則康 

電話 ０３－３２４１－６５６８ 
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２０１３年度 

一般社団法人日本加工食品卸協会の環境自主行動計画 

についての調査票提出の内容骨子（２０１２．４～２０１３．３） 
（提出先：農林水産省食品産業環境対策室） 

－ 環境数値算定標準化協議会・環境問題対応ＷＧ － 

＊一般社団法人 日本加工食品卸協会の会員数  正会員１３３社（平成２５年３月末現在）                                      

 

Ⅰ．温暖化対策（ＣＯ２排出抑制対策） 

①特定荷主（輸配送部門） 

・フオローアップに参加している会員卸数及び売上高（倉出売上高他） 

                １０社 ７６，５２４億円（前年比９９．８％） 

・フオローアップカバー数 正会員の７．５％（１０社／１３３社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分・日本アクセス・日本酒類販売・マルイチ産商・三井食品ヤ

マエ久野・三菱食品） 

 

②特定事業者（事業場部門） 

・フオローアップに参加している会員卸数及び使用面積（延床） 

                １６社 ４，５６１，１６４㎡（前年比１０２．９％） 

・フオローアップカバー数  正会員の１２．０％（１６社／１３３社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・関東国分・国分・昭和・トーカン・日本アクセス・三菱食品・日本酒

類販売・藤徳物産・マルイチ産商・三井食品・山形丸魚・ ヤマエ久野・ユアサフナショク） 

 

１．自主行動計画における目標 

 

各企業活動に伴うエネルギー消費量・原単位を基準年度２００６年度に対し、２０１１年度に

於いて事業所毎に９５％の水準にすることを目標とする。 

 

２． 目標達成のための取り組み 

（特定荷主） 

・着荷主との取引慣行の見直し 

・物流センターの統廃合 

・配送委託先ドライバーに対するエコドライブの啓発・推進 

・車両単位の日々の運行実績把握、月次エネルギー使用量自動計算の採用 

・積載効率良化のための配送頻度の見直し 

・ＡＳＰサービス運行管理システムを委託物流会社に提供 

・共配事業拡大に伴う卸売業界全体のＣＯ２削減 
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（特定事業者） 

・使用エネルギーの見える化推進 

・ デマンド管理システムの導入 

・ 窓ガラスへの遮光フィルムの導入 

・ ＯＡ機器、照明器具等の省エネ機器への変更 

・ 長時間離席時のパソコンの電源オフ  

・空調の効率運転、夏季、冬季の室温設定 

・不要時間照明消灯の徹底やエレベーターの使用削減 

・ クールビズ、ウォームビズの導入実施と扇風機・サーキュレーターを活用した設定温度の調整 

・ 一部物流センターにおいて、継続して太陽パネルの設置と蓄電設備の導入 

・ 蛍光管の間引き 

・ 省エネ型冷凍機、製氷機への設備更新 

 

３．エネルギー消費量・ＣＯ２排出量の実績 

 ＊（特定荷主企業１０社合計数値） 

 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 

生産高 

（倉出売上高他／億

円） 

５５，５４６ ６５，３５５ ６６，３８５ ６６，０７９ ６８，０９０ ７６，６４５ ７６，５２４ 

エネルギー消費量 

（原油換算ｋｌ） 
１３０，２００ １４２，５７６ １３７，９５２ １３４，７２６ １３８，５１７ １５１，０１５ １６５，５２８ 

エネルギー消費量原単位 

（原油換算／億円） 
２．３４ ２．１８ ２．０８ ２．０４ ２．０３ １．９７ ２．１６ 

ＣＯ２排出量 

（ｔ－ＣＯ２） 
３４５，７８６ ３７８，３７１ ３６６，２２６ ３５７，５９２ ３６７，２４０ ４００，９６１ ４３９，３４１ 

ＣＯ２排出原単位 

（ｔ－ＣＯ２ ／億円） 
６．２３ ５．７９ ５．５１ ５．４１ ５．３９ ５．２３ ５．７４ 

 

＊（特定事業者企業１６社合計数値） 

 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 

使用面積（㎡） 
４，４００，２４０ 

４，３４２，８８６

㎡ 

４，４３３，１３５

㎡ 
４，５６１，１６４ 

エネルギー消費量（原油換算ｋｌ） １３７，３４７ １４５，５４７ １３８，５２８ １４８，６５８ 

エネルギー消費量原単位％（原油換算／使用面積） ３．１２０ ３．３５０ ３．１２５ ３．２６ 

ＣＯ２排出量  （ｔ－ＣＯ２） ２４０，８２７ ２３４，９０４ ２３３，８８２ ２９４，４１１ 

調整後ＣＯ２排出量 ２０５，０２７ ２０５，１７９ ２０４，６２６ ２５０，９６３ 

ＣＯ２排出原単位（ｔ－ＣＯ２／使用面積） ０．０５４７ ０．０５４１ ０．０５２８ ０．０６４５ 

調整後ＣＯ２ 排出原単位 ０．０４６６ ０．０４７２ ０．０４６２ ０．０５５０ 
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【２０１２年度のエネルギー消費量・ＣＯ２排出量増減の理由】 

（特定荷主） 

２０１２年度における加工食品卸業界は、デフレが継続して商品価格が下落して売り上げは前年割

れとなるも、総物量は増加し、必然的に車両台数は増加しエネルギーの削減策を講じるも消費量、

原単位の両面で前年より悪化する。またカゴ車納品の小売業が増加し、積載率が低下したことも影

響する。 

 （特定事業者） 

加工食品流通は、機能の高度化を目指した、フルライン物流の進展から温度帯管理の物流設備の

増強があり、エネルギーの消費量が増加する。また大規模な流通再編による企業統合もあり、その

影響からエネルギー消費の管理数値はリセットの状況。 

  

４． クレジット等の活用状況と今後の予定 

環境自主行動計画に参画している事業者のうち１社は、Ｊ－ＶＥＲ物流分野のクレジットを３０ｔＣＯ２

創出（２０１０年～２０１２年）。Ｊ－ＶＥＲ森林分野クレジットは２０１２年までに８１５ｔのＣＯ２クレジットを

創出する見込み。一部オフセットに使用している。国内クレジットは、物流分野で方法論を作成。Ｊ－

ＶＥＲ、国内クレジットの統合クレジットＪクレジット制度においてもＣＯ２クレジットの創出を検討中。 

５． 森林吸収に関して 

自主行動計画に参画している事業者のうち１社は、関係者が保有する三重県松阪市の山林をＪ－Ｖ

ＥＲの間伐促進型プロジェクトとして認証を受け、５年計画で手入れを進めています。その山林は森

林吸収の観点だけでなく生物多様性の面も考慮に入れて管理を行っています。 

 

Ⅱ．廃棄物対策  

１． 自主行動計画における目標 

 

事業所毎に発生する廃棄物の発生量を抑制して、減量化し、一層の再資源化を進めて、排

出物の削減に努める。 

 

２．目標達成のための主要な取り組み 

・事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生を極力抑制 

・コピー紙の両面印刷及び縮小使用による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の複数

活用の推進 

・電子化による紙類の使用減を図る 

・分別収集による資源リサイクルの推進 

・過剰梱包材・配送資材の廃止依頼 

・流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

・「食品リサイクル法」のリサイクル率達成に向けて廃棄物管理の徹底 

① 電子マニュフエスト化による「見える化」促進 

② 廃棄物処理ルートの見直し 

 

３．２０１２年度に実施した廃棄物対策の事例、効果 
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・２００７年度に弊協会が作成した「改正食品リサイクル法への対応ガイドライン」及び「産業廃棄物

の処理について」の再改訂版を策定し啓蒙・普及活動に取組む 

・食品廃棄物の発生抑制の目標原単位を設定 

・食品廃棄物を循環リサイクルできるよう容器と廃棄物を出来るだけ分別した 

   

４． 廃棄物・再資源化量等の実績 

 ・フォローアップに参加している会員卸数及び売上高 ９社 ７，２１１，９６３百万円                      

 ・フォローアップカバー数 正会員の６．８％ （９社／１３３社） 

（伊藤忠食品・加藤産業・国分・日本アクセス・トーカン・藤徳物産・マルイチ産商三井食品・三菱食

品） 

 

＊（定期報告事業者の合計数値） 

 ２００９年度実績 

（７社） 

２０１０年度実績 

（６社） 

２０１１年度実績 

（８社） 

２０１２年度実績 

（９社） 

食品廃棄物（ｔ） １，３５８ １，３８４ ３，５１２ ２，２０２．９ 

再資源量（ｔ） ６３９ ７８４ １，１６７ １，１８７ 

再資源化率（％） ４７．０ ５６．６ ３３．２ ５３．９ 

売上高合計（百万円）   ５，８３１，２２３ ７，２１１，９６３ 

発生原単位（ｋｇ／百万円）   ０．６０２２３ ０．３０５４５ 

 

【廃棄物排出量増減要因分析】 

食リ法の改正から食品廃棄物の排出量の定期報告制度ができ、業界の食品廃棄 物排出量が把

握できるようになった。この定期報告事業者の数値を集計して業界の食品廃棄物排出量としてい

る。２０１１年度は東日本大震災の商品廃棄物を多く含んで大幅に増加した。２０１２年度は新たに

定期報告事業者が１社増加するも発生原単位は低位に留める。 
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一般社団法人 日本加工食品卸協会の「低炭素社会実行計画」 
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平成２６年夏期の電力需要抑制の対策について 

 

平成２６年４月吉日 

一般社団法人日本加工食品卸協会 

 

 

 省エネ法と「低炭素社会実行計画」の遵守を基本的な考え方として、以下の施策の実

行により今夏の電力の需要を抑制する。 

 

施策１．電力需給対策全般 

① クールビズの推奨実施期間（５月～１０月） 

② 照明の省エネ化推進 

③ 不要な照明の消灯徹底、屋外広告・看板の照明消灯 

④ 自家発電設備の導入 

⑤ 電力デマンド監視サービスの導入 

⑥ 扇風機やサーキュレーターの導入 

⑦ 空調設備の２８℃の設定遵守 

 

 

施策２．流通ＳＣＭの改善 

個々の取引内容について、電力需要抑制策に適した流通ＳＣＭの再構築  

 

施策３．省エネ施設の情報収集を行いＨＰに掲載 

 

 

以上 
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平成２５年度 

食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴとりまとめ 
 

 

１．基本的考え方 

世界の食料生産量の１／３にあたる１３ 億トンの食料が毎年廃棄され、世界の穀物需給が逼迫する

中、２０１３（平成２５）年８月にはアジア・太平洋地域における「ＳＡＶＥＦＯＯＤ」キャンペーンが開始さ

れ、２０１４（平成２６）年は「ヨーロッパ反食品廃棄物年」とされるなど、世界的に食品ロス削減に向けた

取組が進んでいる。 

「もったいない」という言葉の発祥の地である我が国においても、その食料の６割を海外からの輸入に

依存していながら、食品ロスは年間５００～８００ 万トン（事業系３００～４００ 万トン、家庭系２００～４００ 

万トン）発生していると推計されている。この食品ロス発生の実態は、規格外品、返品、売れ残り、食べ

残し、過剰除去、直接廃棄などと多様であり、その発生の理由も商品の汚損・破損、商品入れ替え、出

荷予測精度の低さ、消費者の過度の鮮度意識等複合的であるため、それぞれの関係者が食品ロス削

減に向けた取組を着実に進めていくことが必要である。 

このうち、本ＷＴ では、個別企業等の取組だけでは解決が難しく、フードチェーン全体で解決して

いく必要のある課題として、製造業・卸売業・小売業による商慣習を中心に検討を進めているところであ

る。 

現在、食品の流通現場で食品ロス発生の原因となりうる返品等の商慣習が存在するが、食品ロス削

減という観点からは可能な限りこれを見直し、経済的ロスを経済成長につなげていく必要があり、製・

配・販各社の壁を越えつつ、消費者の理解を得ながら、優先順位をつけた取組を引き続き進めていく

ことが必要である。 

平成２５ 年度は本ＷＴ の中間とりまとめに基づき、各般の取組を進めてきたところである。この成果

を踏まえ、平成２６ 年度のＷＴ の活動としては、次の事項に引き続き取り組んでいくとともに、業界団

体の協力を得て、業界団体の会員企業に取組の輪を広げ、食品業界全体に普及推進していく。 

 

２．取組の内容 

（１）卸売業・小売業の多くで取引条件として設定されている納品期限の見直し・再検討 

平成２５年８月からフードチェーンを構成する製・配・販企業３５ 社により、特定の地域で飲料・

菓子の一部品目について小売業の物流センターへの納品期限を現行の「賞味期間の２／３残し」

から「賞味期間の１／２残し」に緩和したパイロットプロジェクトを実施し、返品や食品ロス削減効果

等を検証した。 

この結果、 

①小売業の物流センター段階では、納品期限切れ発生数量の減少、返品削減により、食品ロス

削減につながる効果が示された。 

②食品製造業段階でも納品期限緩和により、鮮度対応生産の削減など相当数の余剰在庫を削

減できる可能性が確認され、未出荷廃棄の削減により、食品ロス削減につながる効果があるも

のと考えられた。 

③小売業の店舗では、飲料及び賞味期間１８０日以上の菓子について、販売期限切れによる廃
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棄増や値引ロス等の問題は発生しなかった。 

検証結果を用いて、飲料・賞味期間１８０日以上の菓子について全ての小売業が納品期限を「賞

味期間の１／２残し」に緩和した場合の推計を行ったところ、フードチェーン全体で飲料については

３９，３８４ トン（７，０８１百万円相当）※、賞味期間１８０日以上の菓子については１，２３５ トン（１，５

７９百万円相当）の鮮度対応生産および納品期限切れ商品の削減効果が見込まれ、食品ロス削減

に相当の効果があるものと考えられる。 

このため、飲料及び賞味期間１８０日以上の菓子については、フードチェーン全体での食品ロス

削減に向けて、「賞味期間の２／３残し」をはじめ「賞味期間の１／２残し」を超えて納品期限を設定

している場合には、「賞味期間の１／２残し」以下に緩和することを推奨し、各業界団体の協力を得

て幅広い関係者に情報を共有し、各自の取組を促す。 

また、賞味期間が１８０日未満の菓子については、納品期限の緩和により小売店舗での廃棄増

等が出る場合も見られたが、フードチェーン全体では食品ロス削減効果があるため、納品期限の緩

和を検討していく。その際、消費者の８割以上が菓子を購入後１週間以内に食べるとの調査結果も

踏まえ、現在多くの小売業で設定されている販売期限の延長についても消費者の理解を得ながら

検討を進めることとする。 

さらに、飲料・菓子以外のカテゴリーの食品においても同様の効果があるかどうかを検証するとと

もに、課題や問題点を抽出するため、他のカテゴリーでパイロットプロジェクトを平成２６ 年度に実

施する。詳細な対象カテゴリー、参加企業等については、引き続き関係者で打ち合わせを行い、平

成２６ 年４月以降に実施するための準備を始める。 

（２）賞味期限の見直し、賞味期限設定の考え方等の情報提供 

近年、食品の製造過程における生産・衛生技術の向上や気密性の高い包装資材の開発など、

商品のロングライフ化に向けた技術開発が行われてきた。平成２５年６月には日本即席食品工業協

会が「即席めんの期限表示設定のためのガイドライン」を改訂し、即席めんの賞味期限の１～２ヶ月

延長が予定されている。 

引き続き、食品ロス削減の観点から、食品製造業において、既存製品の賞味期限について科学

的な知見に基づく再検証（業界団体が作成する期限の設定に関するガイドラインマニュアルや安

全係数の見直し等も含む）を行うとともに、得られた結果に基づき、消費者の理解を得つつ賞味期

限の延長に取り組む。 

また、食品製造業において、賞味期限設定の考え方や食品の保存方法等の情報を消費者に提

供することで、消費者の賞味期限に対する理解を促進し、家庭における食品ロス削減に貢献するこ

ととする。 

なお、その進捗状況は団体毎又は企業毎に積極的に公表していくこととする。 

（３）表示方法の見直し 

賞味期限の長い品目については、品質劣化のスピードが遅く、消費段階で日付管理する意味が

乏しい反面、日付順に納入される流通段階で食品ロスの発生につながる場合がある。 

また、賞味期限が３ヶ月超の品目については、「年月」表示も認められているところである。 

 

※メーカー段階の鮮度対応生産の削減効果と物流センター段階の納品期限切れ商品の削減効果を単純加算したもので

あり、一部重複する部分もあり得る。 
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引き続き、賞味期限が長い品目については、「年月」表示へ変更するなど消費者にとってわかり

やすい期限表示となるように各社で工夫する。その際、「年月日」表示に比べて賞味期限が最大１

ヶ月短くなる等の課題もあることも踏まえ、消費者の理解を得ながら検討を進める。 

なお、その進捗状況は団体毎又は企業毎に積極的に公表していくこととする。 

（４）日配品のロス削減 

チルド食品はじめ日配品は加工食品に比べて賞味期限が短く、流通形態も異なることから、その

実態と課題を踏まえたフードチェーンでの効果的なロス削減に向けて、平成２６ 年度からＷＴで具

体的な取組を検討する。また、消費者の小売店舗での購入行動が食品ロス削減に重要であること

から、平成２６年度から消費・賞味期限までの残存期間が短いものの売切りを促進するインセンティ

ブ（もったいないポイント）を付与し、食品ロス削減効果を検証するとともに、消費・賞味期限までの

残存期間とインセンティブ付与率の関係等を分析する。 

（５）食品ロス削減に関する消費者理解の促進 

食品ロス削減には消費者の理解と協力が鍵となることから、食品ロス削減の重要性や食品の期

限表示（消費期限・賞味期限）、食品ロス削減に向けた事業者の取組について十分理解してもらえ

るよう、食品ロス削減国民運動（ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳＰＲＯＪＥＣＴ）を推進する関係府省庁（内閣

府、消費者庁、農林水産省、経済産業省、環境省、文部科学省）とも連携して、ロゴマーク「ろすの

ん」を活用した取組、食品の期限表示の意味のわかりやすい説明など、食品ロス削減に関する消

費者理解を進める。 

（６）その他の食品ロス削減に向けた取組 

商慣習の見直しを行ってもなお生じる食品ロスについては、各地のフードバンクを活用し、社会

全体で食品ロス削減に努める。食品ロス削減に努めても、なお排出される食品廃棄物については、

積極的にリサイクルを行う。 

 

３．推進体制 

ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳ ＰＲＯＪＥＣＴを推進する関係省庁と連携を図るとともに、共通課題の解決のた

め組織された民間企業の取組（製・配・販連携協議会、国民生活産業・消費者団体連合会、日本ＴＣ

ＧＦ）とも連携して、ＷＴ の取組との相乗効果を目指す。 

特に、２（１）のパイロットプロジェクトについては、製・配・販連携協議会と共同で、より多くの企業の参

加を得て実施する。 

 

 

以上 
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食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム委員（５０音順、敬称略） 

 

【食品製造業】 

企業名 推薦業界団体 

味の素株式会社 風味調味料協議会 

江崎グリコ株式会社  全日本菓子協会 

キッコーマン食品株式会社  日本醤油協会 

コカ・コーラ カスタマーマーケティング株式会社  全国清涼飲料工業会 

サントリー食品インターナショナル株式会社  全国清涼飲料工業会 

日清食品株式会社  日本即席食品工業協会 

ハウス食品株式会社  全日本カレー工業協同組合 

株式会社マルハニチロ食品  日本缶詰協会 

雪印メグミルク株式会社  日本乳業協会 

 

【食品卸売業】 

企業名 推薦業界団体 

国分株式会社  日本加工食品卸協会 

三菱食品株式会社  日本加工食品卸協会 

株式会社山星屋  全国菓子卸商業組合連合会 

 

【食品小売業】 

企業名 推薦業界団体 

イオンリテール株式会社  日本チェーンストア協会 

株式会社イトーヨーカ堂  日本チェーンストア協会 

株式会社東急ストア  日本スーパーマーケット協会 

株式会社ファミリーマート  日本フランチャイズチェーン協会 

 

【学識経験者】 

明治大学専門職大学院  教授 上原 征彦 ※座長 

東京情報大学  学長 牛久保 明邦  

専修大学商学部  教授 渡辺 達朗  

 

（オブザーバー）農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室、農林水産政策研究所  

経済産業省商務流通保安グループ流通政策課 

（事務局）   財団法人 流通経済研究所 加藤 弘貴（専務理事）、石川 友博（主任研究員）、 

重冨 貴子（研究員） 

（事業実施者） バイオマス資源総合利用推進協議会 兒玉 徹、今井 伸治、嶋本 浩治 
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発生抑制の目標値の設定の周知について 
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食品廃棄物等の発生抑制の取組 

・食品リサイクル法では、食品製造等で生じる加工残さや、食品の流通・消費過程等で生じる売れ残り

や食べ残し等の「発生抑制」を行い、発生した食品廃棄物等については、飼料や肥料として「再生利

用」に取り組むことで、廃棄処分を減らすとともに、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指して

います。  

・この中で、「食品廃棄物等の発生抑制」は、食品関連事業者の皆さんが取り組むべき最優先事項で

あり、コスト削減に貢献するとともに、「もったいない」という時代の要請にかなう、環境にもやさしい取組

です。  

・平成 24 年 4 月に暫定的に設定をした食品廃棄物等の発生抑制の目標値に関して、本格展開を行う

ため、業種の追加等を行い、平成 26 年 4 月から、26 業種について発生抑制の目標値を設定しまし

た。 これを契機にフードチェーン全体における「発生抑制」の取組の更なる推進が期待されます。  

  

発生抑制の目標値の設定 

・食品関連事業者の皆さんは、食品廃棄物等の単位当たりの発生量がこの目標値以下になるよう努力

が必要です。  

 

業種別目標値の一覧 

業種 業種区分 
発生原単位の 

分母の名称 
目標値 

食品製造業 肉加工品製造業 売上高 113kg/百万円 

 牛乳・乳製品製造業 売上高 108kg/百万円 

 水産缶詰・瓶詰製造業 売上高 480kg/百万円 

 野菜漬物製造業 売上高 668kg/百万円 

 味そ製造業 売上高 191kg/百万円 

 しょうゆ製造業 売上高 895kg/百万円 

 ソース製造業 製造数量 59.8kg/t 

 パン製造業 売上高 194kg/百万円 

 麺類製造業 売上高 270kg/百万円 

 豆腐・油揚製造業 売上高 2,560kg/百万円 

 冷凍調理食品製造業 売上高 363kg/百万円 

 そう菜製造業 売上高 403kg/百万円 

 すし・弁当・調理パン製造業 売上高 224kg/百万円 

食品卸売業 食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものに限る。） 売上高 14.8kg/百万円 

食品小売業 各種食料品小売業 売上高 65.6kg/百万円 

 菓子・パン小売業 売上高 106kg/百万円 

 コンビニエンスストア 売上高 44.1kg/百万円 

外食産業 食堂・レストラン（麺類を中心とするものを除く。）、 売上高 152kg/百万円 
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居酒屋等 

 食堂・レストラン（麺類を中心とするものに限る。） 売上高 175kg/百万円 

 喫茶店、ファーストフード店、その他の飲食店 売上高 108kg/百万円 

 持ち帰り・配達飲食サービス業（給食事業を除く。） 売上高 184kg/百万円 

 結婚式場業 客数 0.826kg/人 

 旅館業 客数 0.777kg/人 

注 1:発生抑制の目標値については、有効数字の 3 桁で表示。 

注 2:目標値の「kg/百万円」とは、売上高（百万円）当たりの食品廃棄物等の発生量（kg） 

注 3:目標値の「kg/t」とは、製造数量（t）当たりの食品廃棄物等の発生量（kg） 

注 4:目標値の「kg/人」とは、利用者一人当たりの食品廃棄物等の発生量（kg）  

 

発生抑制の取組の評価は、再生利用等実施率目標の達成に向けた取組とあわせて評価します。 

・国として「発生抑制の目標値」を評価するにあたっては、別途設定されている再生利用等実施率目標

の達成に向けた取組（飼料化、肥料化、メタン化など）とあわせて考える必要があります。 評価の際

は、技術的かつ経済的に可能な範囲で最大限取り組んだ事実、努力目標を達成できなかった理由、

その他当該事業者を取り巻く事情を勘案しつつ、別途設定されている再生利用等実施率目標の達成

に向けた取組の状況も見ながら判断します。   

 

今回発生抑制の目標値を設定しない業種について 

目標値の設定に当たっては更なる検討が必要な 25 業種 

・データが整った段階で目標値を設定すべきであり、当面は食品廃棄物等の発生の実態を把握すると

ともに、自主的な努力により、発生抑制に努める業種  

業種 業種区分 

食品製造業 

(14 業種) 

その他の畜産食料品製造業、水産練製品製造業、その他の水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶

詰・農産保存食料品製造業（野菜漬物製造業を除く。）、食酢製造業、その他の調味料製造業、菓

子製造業、食用油脂加工業、あん類製造業、レトルト食品製造業、他に分類されない食料品製造

業、清涼飲料製造業（茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る。）、清涼飲料製造業（その他）、

蒸留酒・混成酒製造業（単式蒸留焼酎製造業を除く。）  

食品卸売業 

(3 業種) 

食肉卸売業、その他の農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く。） 

食品小売業 

(5 業種) 

野菜・果実小売業、食肉小売業（卵・鳥肉を除く。）、卵・鳥肉小売業、酒小売業、その他の飲食料品

小売業（コンビニエンスストアを除く。） 

外食産業 

(3 業種) 

給食事業、沿海旅客海運業、内陸水運業 

 

今の段階では目標値の設定は難しい 14 業種 

将来的には目標値の設定を行うものの、当面は自主的な努力により、発生抑制に努めるとともに、再生

利用の更なる推進に努める業種  
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業種 業種区分 

食品製造業 

(10 業種) 

部分肉・冷凍肉製造業、海藻加工業、塩干・塩蔵品製造業、冷凍水産物製造業、冷凍水産食品製

造業、甘しゃ糖製造業、その他の精穀・製粉業、果実酒製造業、製茶業、コーヒー製造業 

食品卸売業 

(3 業種) 

米麦卸売業・雑穀卸売業、野菜卸売業・果実卸売業、生鮮魚介卸売業 

食品小売業 

(1 業種) 

鮮魚小売業 

 

今の段階では目標値の設定は不適切であると考えられる 10 業種 

当面は、自主的な努力により、廃棄処分されている部分の抑制に努めるとともに、再生利用の更なる推

進に努める業種  

業種 業種区分 

食品製造業 

(10 業種) 

てん菜糖製造業、砂糖精製業、ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業、精米・精麦業、小麦粉製造業、

動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く。)、でん粉製造業、ビール類製造業、清酒製造業、単式

蒸留焼酎製造業  

 

目標値の設定に向けた今後の予定 

・将来的には、できるだけ多くの業種において、目標値の設定を目指すこととなります。  

・今後、定期報告のデータ等を検証し、今回、目標値を設定しなかった業種についても段階的に目標

値の設定が行われることになりますが、当面は自主的な努力により、廃棄処分されている部分の抑制

に努めるとともに、再生利用の更なる推進を図ることが必要です。  
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事  務  連  絡 

  平成２６年４月１５日 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 御中 

                        

農 林 水 産 省 

食料産業局バイオマス循環資源課 

食 品 産 業 環 境 対 策 室 

 

発生抑制の取組について 

 

日頃より、農林水産行政の推進について、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、食品リサイクル法における食品廃棄物等の発生抑制を推進する観点から、「発生抑制

の目標値」を平成２６年４月から別添のとおり２６の業種に設定いたしました。 

食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く。）については、平成２４年４月に２年間の暫定

目標値が設定されたところでありますが、平成２３年度の定期報告者データを用いて相関係数が

０．７以上あること等を条件として精査したところ、条件と合致しなかったため、今回の目標値の設

定は見送ることとなりました。 

今回目標値が設定されなかった業種については、当面は自主的な努力により発生抑制に努め

ることとなります。貴協会は、これまでも業界団体として、暫定目標値の達成に向けて傘下会員に

対し、働きかけを行っていただいたところであり、今後とも、自主的取組を継続し、発生抑制に向

けて取り組んでいただきたいと思います。 

このことについて、傘下会員の方々へ周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。以

下の農林水産省ホームページにも別添資料を掲載しておりますので、併せてお知らせいたしま

す。 

 

【農林水産省ＨＰ】 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/hassei_yokusei.html  

 

 

  

【お問い合わせ先】 

 

農林水産省 

食料産業局 バイオマス循環資源産課 食品産業環

境対策室 食品リサイクル班 

 

担当：大島、横山 

代表：03-3502-8111(内線 4319) 

直通：03-6744-2066 
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外国人旅行者向け消費税免税制度の 

改正について、詳細が決まりました。 
 

最終更新日：2014 年 3 月 31 日 

 

外国人旅行者向け消費税免税制度は、本年 10 月 1 日から、従来免税販売の対象となってい

なかった消耗品(※)が新たに免税販売対象となり、外国人旅行者の増加や各地域の飲料、

食品といった特産品の販売増加への貢献が期待されます。 

 

こうした新たな免税制度に関して、 

1．新しく免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法を決定いたしました。  

2．4 月以降、地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談

を受け付けます。  

※消耗品：食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品 

 

 

１．消耗品の包装の方法について 

 

外国人旅行者向け消費税免税制度では、本年 10 月１日より新たに免税販売の対象となる消

耗品について、免税販売する際には、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法によ

り包装を行うこととされております。 

 

本日、国土交通省及び経済産業省は、消耗品の包装方法を定める告示を制定し、公布致し

ました。 

 

具体的には、袋と箱による包装を認め、開封した場合に開封したことがわかるシールで封

印することなどを指定しております。（詳細は別紙１参照） 

 

 

２．地方運輸局及び地方経済産業局での相談受付及び説明会の実施について 

 

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について、４月１日より、全国の地方運輸局及び

地方経済産業局において、消費税免税制度に関する相談を受け付けます。（各地域の窓口

は別紙２参照） 

また、４月以降に、各地域において地方自治体や民間事業者の方を対象とした消費税免税

制度に関する相談会を開催する予定です。
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[執行運営委員会] 

 

◆第１回 ４月１２日（金） 

１５時３０分より開催。議案は、①平成２５年度事業計画（案）・収支予算案・運営組織について ②「食

品ロス削減のための商慣習検討ＷＴ」について ③消費税増税に関して ④「低炭素社会実行計画」に

ついて ⑤５月開催賛助会員幹事店会の意見交換テーマについて ⑥平成２４年度加工食品卸売統計

調査について ⑦一般社団法人日本卸売協会の解散について 

◆第２回 ７月２６日（金） 

１５時３０分より開催。議案は、①平成２４年度食品産業における取引慣行の実態調査報告書につい

て（食品産業センター）②納品期限の見直しに関する実証事業の開始について ③日本のＴＰＰ交渉参

加に関する意見について（食品産業センター）④これからの介護食品をめぐる論点について ⑤新型イ

ンフルエンザ対策について 

◆第３回 ８月２９日（木） 

１５時３０分より開催。議案は、①製造業者との取引の公正化について公正取引委員会からの要請

（物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査報告書） ②流通経済研究所主催「物流セ

ンターフィ問題」のまとめ ③税務問題対応ＷＧの検討内容について（消費税転嫁対策特別措置法へ

の対応について） 

◆第４回 ９月３０日（月） 

１４時より開催。議案は、①消費税増税に伴う共同行為（カルテル）の実施届出書について ②平成２６年

度の税制改正等に関する要望書について ③定款の一部変更案について ④２０１３年度環境自主行動計

画についての調査票提出の骨子について ⑤平成２４年度新物流コスト実態調査について ⑥平成２５年

度情報システム研修会の内容について ⑦１１月開催賛助会員幹事店会の意見交換テーマについて  

◆第５回 １０月２９日（火） 

１５時より開催。議案は、①第５次「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針について」の

意見交換（農林水産省食品製造卸売課との）②「介護食品のあり方に関する検討会議」について 

◆第６回 １２月１１日（水） 

１３時より開催。議案は、①消費税の転嫁及び表示カルテルの申請及び受理について 

②賛助会員幹事店の意見交換の内容について ③燃料サーチャージ制導入について ③栄養表示に

関する調査会の懸念事項について 

◆第７回 １月３０日（木） 

１５時３０分より開催。議案は、①２０１４年の食品業界の課題について ②消費税転嫁対策の取り組み

について ③納品期限の見直しに関する実証事業の中間報告資料の公表について ④食品ロス削減

国民運動のロゴマーク利用について ⑤食品表示基準の検討について ⑥ハラール食品輸出モデルの

策定事業について ⑦経済連携協定（ＥＰＡ）に係る原産地規則の概要について ⑧Ｐ研との意見交換

会開催について 

◆第８回 ３月５日（水） 

１６時より開催。議案は、①成長戦略に向けた制度変更への対応について ②食品廃棄物等の発生

抑制の目標値について ③平成２６年度の事業計画案・実施計画案・組織図案及び収支予算案 ④定

款の一部変更案について ⑤経理規定の変更について  

⑥食品取引環境改善への取組みについて 
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平成２５年度加工食品卸売統計調査 

 一般社団法人 日本加工食品卸協協会  

 単位＝百万円・％ 

 ２５年１～１２月 前年比 ２４年１～１２月 

総卸売上高 9,887,398 102.82% 9,616,626 

品群別 卸売上高       

  常  温  品 3,835,932（38.8％） 101.54%   3,777,610（39.3％） 

  酒       類 2,751,369（27.8％） 101.50%   2,710,670（28.2％） 

  菓  子  類    361,306（ 3.7％） 105.80%    341,515（ 3.6％） 

  冷  凍  品       998,181 (10.1％） 107.84%    925,649（ 9.6％） 

  冷  蔵  品   1,368,642（13.8％） 105.91%   1,292,282（13.4％） 

  そ  の  他    571,968（ 5.8％） 100.54%    568,900（ 5.9％） 

業態別 卸売上高       

  卸      売   1,744,951（17.6％） 99.95%   1,745,872（18.1％） 

  直     販   7,788,043（78.8％） 103.49%   7,525,767（78.3％） 

  メーカー ・ 他    354,405（ 3.6％） 102.73%    344,987（ 3.6％） 

    
      ※（ ）内の数字は構成比 

◆会員卸企業数       １３１社 
  

◆統計調査参加企業数   ７４社 (内連結対象企業下記に掲載 ２８企業） 

［参加企業内訳］ 
  

      

 

［北海道支部］ ６企業 
 ・岩田醸造㈱・日本アクセス北海道㈱・北海道酒販㈱・㈱スハラ食品・シュレン国分㈱・㈱北海道ﾘｮｰｼｮｸ 
［東北支部］   ５企業 
 ・㈱山形丸魚・丸大堀内㈱・東北国分㈱・㈱福島ﾘｮｰｼｮｸ・佐藤㈱ 
［関東支部］   ２２企業 
 ・三菱食品㈱・三井食品㈱・日本酒類販売㈱・㈱日本アクセス・国分㈱・川商フーズ㈱・首都圏国分㈱ 
 ・㈱平喜・㈱大昌貿易行・コンタツ㈱・㈱サンヨー堂・㈱中村屋・常洋水産㈱・ヤマキ㈱・新潟国分㈱ 
 ・国分ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ東京㈱・関東国分㈱・㈱関東ﾘｮｰｼｮｸ・㈱新潟ﾘｮｰｼｮｸ・㈱千葉ﾘｮｰｼｮｸ・ﾕｱｻ･ﾌﾅｼｮｸ㈱・㈱升喜 
［東海支部］   ５企業 
 ・㈱トーカン・㈱昭和・㈱岐阜ﾘｮｰｼｮｸ・東海国分㈱・㈱イズミック 
［北陸支部］   ６企業 
 ・カナカン㈱・北陸中央食品㈱・石川中央食品㈱・マルコク㈱・㈱北陸ﾘｮｰｼｮｸ・北陸国分㈱ 
［近畿支部］   ９企業 
 ・加藤産業㈱・伊藤忠食品㈱・ヤタニ酒販㈱・㈱飯田・ｶﾈﾄﾐ商事㈱・㈱飯田ﾘｮｰｼｮｸ・三陽物産㈱ 
 ・関西国分㈱・㈱ヒメカン 
［中国支部］   ６企業 
 ・藤徳物産㈱・中村角㈱・西中国国分㈱・東中国国分㈱・山陰国分㈱・サンリック国分㈱ 
［四国支部］   ３企業 
 ・旭食品㈱・㈱四国ﾘｮｰｼｮｸ・四国国分㈱ 
［九州・沖縄支部］ １２企業 
 ・コゲツ産業㈱・ヤマエ久野㈱・亀井通産㈱・九州国分㈱・大分国分㈱・㈱大分ﾘｮｰｼｮｸ・南九州国分㈱ 
 ・平林食品㈱・㈱竹之下・九州加藤㈱・㈱青木・㈱中九食品 

 
  

※尚 国分㈱・三菱食品㈱の売上高は、今年度から連結売上高としています。理由としては両社のグループ卸
の統合再編の動きが加速化されており、次年度以降も含めて連結数値の売上高の方がより客観性が有ると
判断したことによる。 

 
連結売上高を構成する両社の日食協会員卸は以下の通りです。 
●三菱ｸﾞﾙｰﾌﾟ ・北海道・福島・関東・新潟・千葉・岐阜・北陸・飯田・四国・大分の各ﾘｮｰｼｮｸ(10 企業） 
●国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ ・シュレン・東北・首都圏・新潟・ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ東京・関東・東海・北陸・ヒメカン・関西 
          ・西中国・山陰・東中国・ｻﾝﾘｯｸ・四国・九州・大分・南九州の各国分（18 企業） 
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第３４回 異業種交流委員会開催 

 

 第３４回の異業種交流委員会が、平成２５年１０月９日（水）午後３時より今回の当番幹事である全国

菓子卸商業組合連合会の事務所がある東京菓子会館会議室にて開催された。幹事団体の酒井専務

の司会進行で議事が開始され、最初に全国菓子卸商業組合連合会副理事長（流通委員会委員長）

の田島 力氏が、菓子卸業界の流通問題を含めて開会のご挨拶を行った。ついで流通経済研究所主

任研究員の石川友博氏が「消費財流通の商慣習改善の取り組み」と題して、製・配・販連携協議会の

返品削減ワーキンググループが取り組んでいる返品削減に向けた取り組みの進捗状況と農林水産省

が主宰する食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴの検討結果、中間取りまとめ、パイロットプロジェクト

の取組内容を報告した。続いて日本医薬品卸売業連合会から大衆薬卸部門経営効率調査結果報

告、全国米穀販売事業共済協同組合から取引実態調査結果報告、日本加工食品卸協会から物流セ

ンターを利用して行われる取引に関する実態調査報告がなされた。次に、流通業界の最大の関心事

である消費税の増税対応についての議題となり全国中小企業団体中央会政策推進副部長の小林 

学氏から「消費税転嫁対策特別措置法案」の転嫁カルテル・表示カルテルについて説明がなされ、そ

れを受けて各団体から対応策の現状について報告と異見交換を行った。その中で医薬品卸や医療用

品卸は構成事業者が既に中小事業者ではなくなっておりカルテル申請の資格がない事業者団体にな

っているといった実情も窺えた。次回は平成２６年２月６日（木）日本医薬品卸売業連合会の当番幹事

で行う予定。 

 

 
第３５回 異業種交流委員会開催 

 

第３５回異業種交流委員会が、平成２６年２月６日（木）午後２時３０分より今回の当番幹事団体である

（一社）日本医薬品卸売業連合会の会議室に於いて開催された。弊協会からは奥山専務理事と小竹事

業部長が出席した。幹事団体事務局の吉田省吾氏の司会進行で議事が開始され、参加団体がそれぞ

れ提出議題について報告し、質疑応答を行った。今回の議事内容は時節柄圧倒的に消費税増税に伴

う各業界の対応についてであった。各団体からの報告事項は以下のとおり。 

 

①（一社）日本加工食品卸協会 ・「２０１４年食品業界の課題」 

・「平成２５年における消費税転嫁対策の取組について」 

②全国医療品卸商連合会 

（東京医療用品卸商協同組合） 

・「長期休暇時（お盆、年末年始等）におけるメーカーへの納品対

応」について 

・「３月駆け込み需要」について 

③全国米穀販売事業共済協同組合 ・「消費税転嫁・表示カルテルの届出」について 

・「消費税と米の購入動向」について 

④全国化粧品日用品卸連合会 ・「消費税率引き上げへの対応（転嫁・表示カルテル）」について 

⑤全国菓子卸商商業組合連合会 ・「食品ロス削減の商慣習検討概要」 

⑥（一社）日本医薬品卸売業連合会 ・ 「消費税で損税は発生していません」について 
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ワーキング・グループ活動報告 

 

［食育に関するワーキング・グループ］ 

前年に引き続き平成２４年３月に作成した「食育と食品選択のためのハンドブック（加工食品に関する

わかりやすい法律知識 改訂第２版）を活用して協会の食育活動を推進した。また平成２５年６月に食品

表示法が改定され、具体的な表示項目や表示方法は今後「食品表示基準」で規定されるが、今後ハン

ドブックの改訂作業も必要となるため消費者委員会食品表示部会の検討部会の推移を注視した。 

 

［環境問題対応ワーキング・グループ］ 

「食品リサイクル法」に対応する課題に取り組むＡチームは、昨年作成した「食品リサイクル法」への対

応ガイドラインの改訂版を活用して普及啓発活動につとめた。また食料・農業政策審議会食料産業部会

食品リサイクル小委員会・中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の合同会議で食

品リサイクル法の関係者からヒアリングを受け、加工食品卸売業における食品廃棄等の発生への取組み

についてプレゼンテーションを行った。その内容は①食品リサイクル法の現状と課題②食品リサイクル法

の見直しに向けた意見などであった。尚平成２４年３月から暫定的に設定された発生抑制の目標値４．７

８Ｋｇ／百万円は定期報告書等のデータから基準値である相関係数０．７以上の相関がないことから弊協

会の業種区分である食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く）は行政として目標値を設定せず、

今後は業界として発生の実態の把握と自主的な努力により発生抑制に努めることになった。（業界の自

主管理目標として現状の目標値は継続） 

「省エネ法」に対応するＢチームは、昨年まとめた「環境自主行動計画」の後継となる「低炭素社会実

行計画」の普及啓発につとめた。また平成２５年度の電力需要抑制策をまとめクールビズ期間の前倒し

を行った。（５月⇒１０月の期間実施） 

 

［ＥＤＩワーキング・グループ］ 

流通ＢＭＳが本格的に普及拡大する中で、各企業の対応状況や課題について情報の共有化を進め

た。対メーカーのＥＤＩ化を一層推進するため非ＥＤＩメーカーの状況について意見交換行った。また消費

税増税への対応としてシステム部門が共通して対応すべきテーマについても検討し「消費税増税に関す

るお取引先様対応について」をまとめた。 

 

［税務問題対応ワーキング・グループ］ 

消費税転嫁対策特別措置法に基づき弊協会の消費税増税の対応策を検討し、政策委員会、執行運

営委員会、法務研究会と連動して共同行為（カルテル）の実施届出書を提出し受理された。また平成２６

年度の税制改正等に関する要望書をまとめ農林水産省食料産業局食品製造卸売課に提出した。特に

消費税の引き上げにあたっての課題として①価格表示に関する特別措置の恒久化②消費税の仕入税

額控除制度における９５％ルールの復活③複数税率・インボイスの導入には反対という意見を提出した。 
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［ワーキング・グループ資料］ 

 

消費税増税に関するお取引先様対応について 

  

                       一般社団法人日本加工食品卸協会 

                         ＥＤＩ ワーキング・グループ 

 

１． 消費税増税に対応してお取引先様にヒアリングもしくはアンケートを行うかどうか 

 

２．ヒアリングもしくはアンケートを行う際の主な内容事項 

 

１）ＥＯＳ／ＥＤＩで仕様変更が必要となるかどうか 

    

２）取引単価の変更が発生するかどうか 

   □本体（税抜き 外税方式） 

   □総額（税込み 内税方式） 

 

３）納品伝票、請求書類で仕様変更が必要となるか 

 

４）端数処理方法の確認 

税込み価格単価の求め方の確認、（四捨五入が最もフェアで公平） 

 

５）切り替え日を跨ぐデータ処理の運用基準をどうするか 

入出荷日基準、着荷日基準、伝票日付基準等 

 

６）切り替え日を跨ぐ先付けデータの単価・金額が旧金額できた場合の対応 

 

７）返品の取り扱い対応 

国税庁経過措置に基づいた対応（４月中に返品を受けた商品は、旧消費税法の規定に基づき売

上げに係る対価の返還に係る消費税額の計算） 

  

 ８）締め日と切り替え日が異なる場合の対応 

  （末日締め以外のお取引先様への請求方法） 

   ①末日で一回締めて残り分は別途請求（２回請求） 

   ②末日で一回締めるが請求は残り分とともに請求（１回請求） 

 

３．その他  
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平成２６年度 税制改正等に関する要望書 

平成２５年９月 

－ 一般社団法人 日本加工食品卸協会 会長 國分 勘兵衛 － 

１．企業の経営基盤強化を促す税制措置について 

（１）企業会計上費用とみなされる貸倒引当金等の損金算入を 

企業においては、税制と会計の調和は極めて重要であることから、企業会計上費用とみなされている貸倒引当金

や退職給付引当金等について、損金算入を認めるべきである。 

（２）流通ＢＭＳの普及を促す投資減税を 

現在流通ＢＭＳは大手小売業を中心に普及が進んでいるが、ＥＤＩ実施企業のうち１０％程度の普及率となってお

り、大半は従前のＪＣＡ手順で運用が行われている。業務の合理化を行いたいがシステム改修費用・ＢＭＳ導入コ

ストが高いため躊躇している。またＷＥＢ－ＥＤＩなど導入コストが安価なＥＤＩシステムを導入しているのが現状で

ある。流通ＢＭＳの導入を加速するには、中小企業での流通ＢＭＳの導入に対し投資減税策を実施する必要があ

る。ＪＣＡ手順のように流通業界に流通ＢＭＳが普及すれば、製・配・販における業務の標準化・効率化が計られ、

日本の流通業界の基盤整理・強化が推進されると考える。 

 

２．企業の成長を阻害する税の廃止について 

（１）事業所税は廃止すべき 

事業所税は、都市計画税が徴収される中にあって、すでにその目的を達成している。また、都市間の公平性の観

点から問題であるとともに、新規開業や事業所の立地等を阻害する追い出し税になっている。さらに、赤字企業

にも課税される事業に対する外形課税であり、固定資産税との二重負担との指摘もある。課税算出根拠が「事業

所面積」「従業員給与」となっていることから、企業の成長に向けた前向きな活動を阻害している。企業の成長を

阻害している事業所税は、早急に廃止すべきである。 

（２）法人事業税の外形標準課税の廃止について 

法人事業税の外形標準課税は、企業に固定的な負担を強いることから産業空洞化を招くとともに「従業員給与」

に課税することから雇用の維持を困難にし、「賃金引上げ」を抑制している。企業の競争力強化や地域活性化を

阻害しているため、早急に廃止すべきである。 

 

３．消費税の引き上げ時に当たっての課題 

（１）価格表示に関する特別措置の恒久化について 

消費増税を円滑化する特別措置法案で総額表示が緩和される時限的な措置に対して恒久的に外税表示を求

める。  

（２）消費税の仕入税額控除制度における９５％ルールの復活を 

平成２４年度より、売上高５億円超の事業者において、いわゆる９５％ルールが廃止されたことに伴い、仕入税額

控除ができない非課税取引については価格転嫁を行うことが困難であるため、損税が発生している。また、多大

な経理事務負担の増加につながっている。消費税引き上げ時には、非課税取引における損税が拡大することが

想定されることから、円滑な価格転嫁を実現するため、仕入税額控除における９５％ルールを復活すべきである。 

（３）複数税率・インボイスの導入は反対 

複数税率の導入は、社会保障財源が大きく失われ、国民に別の形で負担を強いることになるので反対。平成２５

年度与党税制改正大綱において、「消費税率の１０％引き上げ時に、軽減税率を導入することをめざす。与党税

制協議会で、本年１２月予定の２０１４年度与党税制改正決定時までに、関係者の理解を得た上で、結論を得る

ものとする。」とされているが、複数税率は問題点が多く、国民や事業者に別の形で負担を強いることから、導入

に反対する。 
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研究会活動報告 

 

[情報システム研究会] 

定期的に研究会を開催し、業界の情報システムに関連する各団体の活動内容について情報の共有

化を図り、情報システムの標準化や効率化に向けて意見交換を行った。また昨年から稼動した情報シス

テムを活用して業務の合理化を目指す「販売促進金請求書のＰＤＦ転換サービス」の普及拡大につとめ

成果を得た。継続して研究会の下部組織として「システム専門部会」「商品画像専門部会」を設置して活

動し、それぞれ専門的分野において成果を得た。本年も情報システム研修会を継続して開催し、情報シ

ステムに関る業界の課題について認識を共有した。 

 

[物流問題研究会] 

継続して協働体制（製・配・販連携協議会等）で行っている実証事業や検討事項について情報の共

有化を進めた。また物流センターで使用する消耗品の購入についての実態調査やＭＨＳ機器標準化を

進める検討会のアンケート調査に協力し、マテハン機器の使用実態等について情報を得た。メーカー物

流との接点に物流合理化策を求めてＰ研との意見交換会も実施した。 

 

[商品開発研究会] 

毎年恒例となっている日本蜜柑缶詰工業組合との国産蜜柑缶詰に関する情報交換会を実施した。日

本農林規格（ＪＡＳ）における食品添加物に係る改正に伴う運用体制について協会としての体制を確認し

た。また現在検討されている「食品表示法」における栄養表示について幹事企業より農林水産省に意見

を提出した。団体賛助会員である（一社）日本パインアップル缶詰協会の開缶テストに参加した。 

 

[法務研究会] 

基本的に２ヶ月に１回の定期開催を行い、座長は持ち廻り制で運営し、会の前半は債権管理に関す

るテーマ、後半は流通に関する法務問題を取り上げ意見交換を行った。 

本年は初めて公正取引員会が物流センターを利用して行われる取引に焦点を当てて実態調査が行

い、その中で小売業者と納入業者との間の取引だけでなく、一部の卸売業者と製造業者との間の取引

においても、優越的地位の濫用につながり得る行為が行われている実態が見受けられているとして公正

取引委員会より弊協会に優越的地位の濫用を行うことのないよう会員に対し指導の方を要請されたの

で、この内容について検討し理解を深めた。 

消費税転嫁特別措置法に基づき業界としてどのように消費税増税に対応すべきか法務的立場から検

討し、地域卸同業会の６団体とも連携して共同行為（カルテル）の実施届出書を提出した。 

 

[労務管理研究会] 

今年度も継続して２ヶ月に１回の定期開催を行い、座長は持ち廻り制で運営し、事前に意見交換する

テーマを決めて行った。主に流通産業における労務管理の課題についてや制度変更等に対する対応

策等も含めて意見交換を行った。 
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[ネットワーク検討会] 

第１５０回のネットワーク検討会を６月１３日に開催した。当日は、報告事項として、①日食協事業活動

報告 ②ＥＤＩ Ｗ・Ｇの活動報告 ③Ｆ研活動報告を行い、業界の情報システムの課題について情報を

共有化した。最後に検討事項としてネットワーク検討会の今後について議論したが、特にメーカー側から

日食協活動の状況報告を聞くことは有意義であり継続して開催して欲しいとの要望が出され継続して行

うことになった。  

 

 

［研究会資料］ 

酒類食品統一伝票（単票） 改訂版 

２０１４年４月２５日 

－情報システム研究会－ 

 改訂履歴  

バージョン 項番 改定内容 改訂日 

1.0 1 新規作成 2012/12/14 

2.0 2 

・伝票サンプルを一部変更 

  -各種タイトル行を反転 

  -明細ヘッダ表題変更 

    "事務所" → "事業所" 

    "納品日" → "処理日" 

  -数量単価の少数点以下反転 

・印字仕様を一部変更 

  No6        "計上日" → "納品日"へ記載変更 

  No20～21   "出荷日" → "処理日"へ記載変更 

  ※納品日を伝票の最も目立つ位置へ変更する。 

  ※変わりに当初納品日としていた箇所は処理日とし、当該伝票を

処理した日付とする。 

2014/4/19 

  3     

  4     

 5   

 6   

 ７   

 ８   

  ９     

  １０     
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 特記事項  

用紙はＡ４横のカット紙を使用し、ファイル用の穴や、納品書と受領書の境にミシン目が入ったものが望ましい。 

印字内容は酒類食品統一伝票を基本とする。 

但し、Ａ４汎用紙に印字するため、罫線及び各項目のタイトルも自社システムで印字することとする。 

用紙余白については、お得意先様と協議の上、各社自由に使用できるものとする。 

代行先への伝票が必要な場合などは、本伝の次頁に差込印刷することも可とする。 
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 印字仕様  

No 項目名 印字仕様 特記事項

1 帳票タイトル(納品書) "①納品書"を固定印字 全角倍角で印字し強調
2 得意先住所タイトル "住　　所"を固定印字
3 得意先住所１行目 "〒"は固定印字し、得意先住所の郵便番号を"－"付で印字。任意で電話番号などを印字

得意先住所２行目 得意先住所を印字 自社帳合先
4 得意先名タイトル "得意先名"を固定印字
5 得意先名１行目 得意先名を印字

得意先名２行目 得意先名を印字
6 納品日(年) 西暦下２桁を印字。合わせて全角で"年"を固定印字

納品日(月) 月を２桁印字。合わせて"月"を固定印字 前ゼロ印字のこと
納品日(日) 日を２桁印字。合わせて"日"を固定印字 前ゼロ印字のこと

7 伝票コメント 入出荷の形態を印字
8 取引先名１行目 自社情報を印字(郵便番号・住所・名称・電話番号・ＦＡＸ番号など)

取引先名２行目 自社情報を印字(郵便番号・住所・名称・電話番号・ＦＡＸ番号など)
取引先名３行目 自社情報を印字(郵便番号・住所・名称・電話番号・ＦＡＸ番号など)
取引先名４行目 自社情報を印字(郵便番号・住所・名称・電話番号・ＦＡＸ番号など)

9 届先住所タイトル "届先住所"を固定印字
10 届先住所１行目 "〒"は固定印字し、届先住所の郵便番号を"－"付で印字。任意で電話番号などを印字 請求先と届先が違う場合に印字

届先住所２行目 届先住所を印字 請求先と届先が違う場合に印字
11 届先名タイトル "届先名"を固定印字
12 届先名１行目 届先名を印字 請求先と届先が違う場合に印字

届先名２行目 届先名を印字 請求先と届先が違う場合に印字
13 取引先コードタイトル "取引先コード"を固定印字
14 取引先コード 取引先を表す自社コードを印字 左詰9桁までとする
15 事業所コードタイトル "事業所"を固定印字
16 事業所コード 自社の商流元事業所を表すコード印字 例)事業所3桁＋"-"＋帳数2桁etc
17 倉庫コードタイトル "倉庫"を固定印字
18 倉庫コード 自社の出荷元倉庫コードを印字
19 納品伝票番号 得意先より伝票番号の指定がある場合などに印字 仕入･仕入返品時は送り状Noなど
20 処理日タイトル "処理日"を固定印字
21 処理日 当該伝票を処理した日をYYMMDD形式で印字
22 伝票番号タイトル "伝票番号"を固定印字
23 伝票番号 自社伝票番号を印字
24 発注番号タイトル "発注番号"を固定印字
25 発注番号 得意先より発注番号の指定がある場合などに印字 仕入･仕入返品時は発注No
26 商品コードタイトル "商品コード"を固定印字
27 品名タイトル "品名"を固定印字
28 規格タイトル "規格"を固定印字
29 入数タイトル "入数"を固定印字
30 数量タイトル "数量"を固定印字
31 行タイトル "行"を固定印字
32 単位タイトル "単位"を固定印字
33 単価タイトル "単価"を固定印字
34 金額タイトル "金額"を固定印字
35 備考タイトル "備考"を固定印字
36 商品コード1行目

商品コード2行目
37 商品名1行目

商品名2行目
38 規格 商品規格を印字
39 入数 荷姿に合わせて、ケース入数、ボール入数を印字
40 数量 整数5桁、小数点以下第2位まで印字 単位数量を印字
41 行 "1"～"6"までを固定印字
42 単位 出荷単位に合わせて"ｹｰｽ"、"ﾎﾞｰﾙ"、"ﾊﾞﾗ"、"kg"、"ｸﾞﾗﾑ"を印字
43 単価 整数6桁、小数点以下第2位まで右詰印字
44 金額 原価金額を整数値9桁まで右詰印字
45 備考1行目

備考2行目
46 合計金額タイトル "合計金額"を固定印字
47 合計金額 原価金額の合計値を整数値9桁まで右詰印字
48 摘要タイトル "摘要"を固定印字
49 摘要１行目

摘要２行目
摘要３行目
摘要４行目

50 配送形態タイトル "配送形態"を固定印字
51 配送形態区分 自社で管理している配送形態区分を印字 任意項目

配送形態区分名 配送形態区分が表す配送形態名を漢字で印字　例)ご来店、緊急　etc 任意項目
52 配送地区タイトル "配送地区"を固定印字
53 配送地区 自社で管理している配送地区、バッチ、配送コースなどを印字 任意項目
54 重量タイトル "重量"を固定印字
55 重量 一伝票内明細の合計重量を右詰で印字。"kg"は固定印字。
56 余白１ 消費税コメントを印字　例)※税抜き価格、※税込み価格 任意項目
57 余白２ 挨拶コメント印字

「毎度ありがとうございます。上記の通り納品申し上げます。」
上記以外の余白は自由使用欄とする。

再印刷サイン・品切れコメントなど
物品受領書の内容は基本的には納品書と同一内容を印字。相違部分のみ以下に記載
58 帳票タイトル(受領書) "②物品受領書"を固定印字 全角倍角で印字し強調
59 受領印コメント "受領印"を固定印字

余白２ 納品書とは違い、挨拶コメントは印字しない

自社商品コード、先方商品コード、ロケーションなどを印字
具体的な印字内容は得意先要件や
自社内ルールによって決定のこと

納品書のみ印字し、受領書と区別
できるようにしておく。

自由使用欄。得意先の要望に合わせて、伝票に対する摘要を印字
例えば、取引条件、伝票コメントなど

具体的な印字内容は得意先要件や
自社内ルールによって決定のこと

商品名漢字、種級名称、ＪＡＮコードなどを印字
具体的な印字内容は得意先要件や
自社内ルールによって決定のこと

自由使用欄。得意先の要望に合わせて、明細に対する備考を印字
例えば、景品表記、税率税額、酒類容量、売価、値引情報など

具体的な印字内容は得意先要件や
自社内ルールによって決定のこと
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平成２５年度情報システム研修会開催 

―システムの標準化推進を共有化― 

 

平成２５年１０月２５日（金）午後１時３０分より東京日暮里にあるホテルラングウッドに於いて会員卸、賛助

会員の情報システム担当者らを対象とした平成２５年度情報システム研修会を全国卸売酒販中央会との共

催で開催した。当日は会員卸２１社、賛助会員１３社、システムベンダー他７社等総勢で１１０名が参加した。

日食協情報システム研究会副座長の高波圭介氏（国分（株））の司会進行で、冒頭情報システム研究会座

長の竹腰雅一氏（伊藤忠食品（株））が「情報システム部門として当面取組む課題として、消費税増税への

対応とＷＩＮＤＯＷＳ－ＸＰのマイクロソフトのサポート終了の対応がある。また日食協ＥＤＩＷ・Ｇと情報志向型

卸売研究会での検討結果から流通ＢＭＳのチェンジリクエストを挙げるべく検討を行っている。」と開会の挨

拶を述べた。ついで奥山専務理事が、「日食協事業活動報告」として①消費税増税対応策として、消費税

転嫁対策措置法に基づくカルテルの申請を、１１月７日開催の理事会で機関決定する予定。地域卸同業会

と連携し、１１月中に申請に向けて準備する。②８月に公正取引委員会から製造業者との取引公正化につ

いて要請受けた。課題として、センターフィーの実態把握、センターフィーの負担要請の際の行動プロセス

のあり方、物流センターを利用している取引価格の実態の把握と是正、製・配・販によるセンターフィー負担

のあり方の検討等があると述べた。続いて講演に入り、最初に、一般財団法人流通開発システムセンター 

研究開発部 主任研究員 坂本真人氏が「流通システム標準普及推進協議会」の活動について講演、つい

で公益財団法人流通経済研究所 専務理事 加藤弘貴氏が「製・配・販連携協議会」の活動状況につい

て、続いて（株）ジャパン・インフォレックス 代表取締役社長 西田邦生氏が「卸向け商品ＤＢのＷＥＢ検索

システム〝Ｉｎｆｏｒｅｘ ＴＲＥＡＳＵＲＥ〟」について初期投資不要、容易な操作性、多様な用途等を報告、最

後に富士通（株）流通ビジネス推進統括部シニアマネージャー 宮澤哲也氏が「食品業界におけるビッグデ

ータテクノロジー活用の方向性について」を講演した。その後懇親会に行い、開会挨拶を全国卸売酒販組

合中央会専務理事塩本 昇氏が行い、中締め挨拶をヤマエ久野（株）草場信之氏が行って閉会した。 
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平成２４年度情報処理コストの実態調査について 

 
 

－情報システム研究会システム専門部会－ 
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２０１３年度情報システム研究会画像専門部会活動の概要 
 

画像専門部会は例年通り日食協画像標準Ｖｅｒ２．０の普及啓蒙、メーカー様による自発的画像登録

推進を目標とし卸売業全体のテーマとして活動を進めてきた。具体的な取組として、昨年同様登録タイ

ミングの早期化を掲げ、商品画像利用ニーズの高い春夏、秋冬の新商品発売シーズンに各卸売業の

営業担当者が得意先提案の際に、「多くの新商品が登録されていて利用できる」ことなどを目指して活

動を進めた。また、これらの活動にあわせて、部会開催を年４回としてより実務的な検討を進めた。 

 画像専門部会推進対象メーカー２２２社の中で、１００％近く登録いただけるメーカー様と登録が進ま

ないメーカー様がはっきり分かれてきていることから、登録の少ないメーカー様に対する個別のアプロー

チを行い改善依頼した。 

これらの活動結果、新商品発売シーズンにおける登録率は２０１３年秋冬商品で７０．２％（前年より１．９

ポイントダウン）、２０１４年春夏商品で７１．６％（前年より２．３ポイントアップ）となり一定の成果が出てき

ており、より一層の画像登録を目指して活動を進めている。また年間の画像登録率（２０１３年１月～１２

月）も６６．７％（前年より１．２ポイントアップ）となり、棚割シーズンにおける部会参加卸売業とファイネッ

ト、ジャパン・インフォレックスの画像登録推進活動が年間登録率押上の結果につながっている。 

 画像データ規格 標準仕様ガイドブックの内、棚割画像について撮影面の定義や計測ルールが曖昧

でメーカー様に理解しにくい点があったので、１２月１３日にＶｅｒ．２．１として改訂した。（別紙の通り） 

２０１４年度は年間登録率８０％、登録タイミング早期化の目標として、卸の棚割提案開始時点（春夏：１

月１５日、秋冬：７月１５日）での画像登録率７３％を掲げ活動を行う。その為の施策として、登録の少な

いメーカー様を対象に部会参加卸とファイネット、ジャパン・インフォレックスが連携しての登録依頼など

を中心に活動を進めていく。 

 

以 上 

 

日食協 画像専門部会開催履歴 

開催日 部会名 検 討 内 容 

２０１３年５月９日 第３３回画像専門部会 ①２０１３年度目標達成のための活動について 

②２０１３年秋冬商品画像登録活動について 

③通販用画像の動向について（報告） 

８月２２日 第３４回画像専門部会 ①２０１３年秋冬商品画像登録状況確認 

１１月７日 第３５回画像専門部会 ①２０１３年度活動方針検討 

②２０１３年度春夏棚割シーズン登録推進活動検討 

③共同推進対象メーカー見直し検討 

④画像データ規格 標準仕様ガイドブック改訂（Ｖｅ

ｒ．２．１） 改訂は２０１３年１２月１３日付 

２０１４年２月１３日 第３６回画像専門部会 ①２０１４年度活動方針、目標登録率報告 

②２０１４年春夏画像専門部会登録状況（報告） 

③共同推進メーカー追加（計２２４社に） 
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画像データ規格 標準仕様ガイドブック（Ｖｅｒ．２．１） 

    

作成日：２００７年  ４月３日 

改定日：２０１３年１２月１３日 

一般社団法人日本加工食品卸協会  

 

１．目的   

・流通業界で使用する、商品画像データについて標準的な仕様を策定する。      

・ 利用シーンにあわせ、最低限必要な仕様を標準ルールとすることで、データ作成者の負担を軽減

し、 円滑な画像データ流通を促進させる。  

  

２．対象   

（１） 棚割用画像  

一般的にメーカー・卸・小売りの棚割業務にて使用する棚割システムで使用される画像データ  

（２） 商品案内用画像                   

①一般的にメーカー・卸での得意先向け商品紹介書等の資料に使用する画像データ  

 （Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔなどで作成し、紙媒体への印刷を主目的とする。）            

②一般的にメーカー・卸・小売業等がＷＥＢサイトでの表示に使用する画像データ       

    （ＷＥＢサイトへの掲載等、ＰＣモニタに表示を主目的とする。）    

（３） 高精細画像    

一般的に小売業のチラシ印刷に使用する画像データ    

（印刷会社がＤＴＰソフト等で扱うことを主に想定する。）    

 ※注意事項                    

業務用商品画像および品質管理用画像（一括表示・栄養成分表示等）については 今後検討を

行なうものとする。   

 

３．画像の格納・管理   

 標準ルールにて作成された画像データは一カ所で集中的に保管・流通することが望ましい。    

             

４．画像データの詳細スペック    

（１） 棚割用画像 （必須） 

画像名称 画像サイズ 解像度 保存形式 カラーモード 背景色 

棚割 正面 
長辺 

２００ｐｉｘｅｌ 
３００ｄｐｉ ＪＰＧ ＲＧＢ 白 棚割 上面 

棚割 右側面 

 ※ 注意事項                   

  ①売り場陳列時にお客様から見て正面となる可能性がある面を撮影必要面とする。    

  ②売り場陳列時にお客様から見て正面となる可能性が最も高い面を「正面」とする。         
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③余白（背景部分）は出来る限りカットする。                    

余白を残したまま棚割ソフトに画像を取込むと画像が歪んで表示されるため、商品サイズの幅、

高さを超える部分の余白をカットする。                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

④棚割サイズは商品形状毎に定められた計測ルールに従った値を登録する。                

袋型など陳列時に商品形状が変わる商品の棚割サイズは商品サイズと異なる。   

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

（２） 商品案内用画像（必須） 

画像名称 画像サイズ 解像度 保存形式 カラーモード 背景色 

外観画像 俯瞰外観面 
幅６４０× 

高さ４８０ 
ｐｉｘｅｌ 

３００ｄｐｉ  ＪＰＧ   ＲＧＢ   白 

 ※ 注意事項                   
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①商品案内用外観画像は俯瞰外観面１面のみとする。 

②商品形状により、俯瞰外観面の定義（撮影アングル）を別途定める。                   

③幅６４０×高さ４８０ｐｉｘｅｌの枠内中心に配置する商品本体の画像サイズはおおむね枠の短辺の９５％

程度（４５０ｐｉｘｅｌ程度）とする。                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

（３）高精細画像（任意）                   

画像名称 画像サイズ 解像度 保存形式 カラーモード 背景色 

外観画像 俯瞰外観面 
幅１２８０× 
高さ９６０ 
ｐｉｘｅｌ 

３５０ｄｐｉ 

ＥＰＳ 
もしくは 
ＪＰＧ 

 

ＣＭＹＫ 
（ＥＰＳ） 
もしくは 

ＲＧＢ（ＪＰＧ） 

切り抜き 
パス付き 

※ 注意事項                   

①高精細外観画像は俯瞰外観面１面のみとする。                    

②商品形状により、俯瞰外観面の定義（撮影アングル）を別途定める。   

③幅１２８０×高さ９６０ｐｉｘｅｌの枠内中心に配置する商品本体の画像サイズはおおむね枠の短辺の

 ９５％程度（９００ｐｉｘｅｌ程度）とする。                    

                     

（４） 共通ルール ファイル名称                    

ファイル名 

メーカーＣＤ＾共通商品ＣＤ＾メーカーＰＶＣＤ＾画像区分 

※ 注意事項                   

①ファイル名称は各画像規格で共通。ただし、画像区分（下記参照）によって各規格を識別する。 

②棚割システムに取り込む際、棚割システムによっては変換が必要な場合がある。 

  

 ＊＊＊ 画像区分一覧 ＊＊＊    

画像区分 画像区分名 

Ｇ０１ 外観画像 

Ｇ０２ 棚割画像（正面） 

Ｇ０３ 棚割画像（上面）   

Ｇ０４ 棚割画像（右側面）   

Ｇ０６ 棚割画像（背面・裏面）  

Ｇ０８ 高精細画像   

 


